
第２次東近江市空家対策計画 【概要版】

１ 計画見直しの背景と目的

１ 本市は、平成２８年３月に策定した空家等対策計画に基づき、空家等がもたらす問題に対応してきま

した。人口減少社会において、今後も空家等が増加していくことが予想されることから、第２次空家対

策計画を策定し、空家等を地域資源と捉え、利活用の促進を図ります。また、空家等がもたらす問題に

対応しつつ、空家等とならないための予防対策を講じます。

２ 本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）第６条第１項に基づき、

国が定める基本指針に即して、本市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画と

して策定するもので、既存計画である第２次東近江市総合計画や第２期東近江市まち・ひと・しごと創

生総合戦略等の各種計画との整合を図ります。

２ 東近江市の空家等の現状

戸

数

〇 平成３０年住宅・土地統計調査によると、本市の住宅総数は４８，０６０戸であり、総世

帯（４１，３８０世帯）より多く、市内の住宅は量的には充足していると考えられます。

○ 市内の空家等は、１，０６９戸（平成２７年度）から１，６０１戸（令和元年度）に増加

しました。

○ 用途としては「住宅」が１，４８６戸（９３％）、建て方は「一戸建て」が１，５２０戸

（９５％）、構造では「木造」が１，５３２戸（９６％）となっており、本市の空家等は一戸

建ての木造住宅が大半を占めています。

○ 階数を見ると、「２階建て」が１，０２６戸（６４％）と最も多く、次いで「平屋」の５５

２戸（３５％）となっています。

○ 「そのまま活用できる空家等」と「修繕すれば活用できる空家等」が１，１９１戸（７

５％）となっています。また、「１～２年で活用できなくなる空家等」が２６１戸（１６％）

と「活用できない空家等（特定空家等を含む）」が１４９戸（９％）となっています。

○ 「そのまま活用できる空家等」の分布を見ると、その多くが市街化区域内に分布していま

す。また、「修繕すれば活用できる空家等」の分布を見ると、市街化区域にも分布しています

が、「そのまま活用できる空家等」と比較すると、それ以外の区域にも分布しています。

○ 「１～２年で活用できなくなる空家等」と「活用できない空家等（特定空家等を含む）」

の分布を見ると、市街化区域には少なく、それ以外の区域に多く分布しています。

○ 都市計画区域別における空家等の状況を評価区分ごとに比率で比較すると、「市街化区

域」の空家等は、「そのまま活用できる空家等」から「活用できない空家等（特定空家等を含

む）」にかけて順に減少し、それ以外の区域は、「そのまま活用できる空家等」から「活用で

きない空家等（特定空家等を含む）」にかけて順に増加する傾向があります。
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本市では、空家等対策を進めるに当たり、市内における空家等を把握することが必要であるため、

毎年空家等実態調査を実施しています。以下に、その結果等を記載しています。
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○ 本市の人口は、平成１７年（２００５年）をピークに減少の局面に入っており、平成２７年

（２０１５年）１０月１日現在（国勢調査）の総人口は１１４，１８０人となっています。今

後、本市の人口は引き続き減少し、２０４０年には約１０万人になると見込まれることから、

空家等の数はさらに増加することが予想されます。
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○ 本市の高齢化率（総人口に占める６５歳以上の人口の割合）は上昇を続け、令和元年度は２

６．１％で市民の約４人に１人が高齢者となっており、高齢者のいる一般世帯の推移は、平成

１７年から平成２７年までの１０年間で３，３０７世帯増加しています。また、高齢者の一人

暮らし及び夫婦のみ世帯も増加しており、それらの世帯員が亡くなられた場合、居住されてい

た住宅は空家等になる可能性が高いと考えられます。

３ 空家等対策の基本的事項と具体的な取組

計画期間：令和３年度から令和７年度までの５年間

基本的な方針

対象地区：市内全域

空家等の現状を踏まえ、市の空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、次

の３点を基本方針に取組を進めていきます。基本的な方針は、第１次空家等対策計画

を踏襲しましたが、検証を行い、より効果的な施策を講じます。

１ 対策の対象となる空家等を絞って、効率的に取り組みます。

２ 空家等を迷惑な存在ではなく、地域の資源と捉えて取り組みます。

３ 市民・事業者・市等がそれぞれ協働して取り組みます。

目標値

国が定める「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」において、空家等の

実態を的確に把握した上で、空家対策計画における目標を設定するとともに、定期的に当該目標の達成状況を

評価し、適宜同計画の見直しを検討します。

分 類 取組 

現状値 

（平成２８年

度～令和２年

度） 

目標値 

（令和３年度

～令和７年

度） 

予防・抑制 
専門家による相談会の開催（累計） なし １０回 

出前講座や説明会等の開催（累計）  ９回 ２１回 

適正管理 
通報があった管理不全空家等の解決率 

※計画最終年度末数値 
３５．４％ ５１．０％ 

利活用・流通 

空家バンク登録件数 

※計画最終年度末数値 
４６件 １２０件 

空家バンクマッチング成立件数（累計） ７２件 １００件 

空家等の利活用に対する補助金利用件数（累計） ２０件  ３０件 

除却・跡地活用 

財産管理制度の活用件数（累計）  ５件  １０件 

特定空家等の除却・解消率 ※累計 ６０．６％ ７３．３％ 

認可地縁団体空家等除却費補助金利用件数（累計）  １件   ５件 

 



空家等に関する調査

○市内の空家等の実態を把握し、空家対策計画の進捗管理及び政策推進の基礎資料としてデータベース

化することを目的に、空家等調査（第１次～第３次）を継続して行います。

所有者等による空家等の適切な管理の促進

１ 市民や所有者等への啓発

→福祉部局と連携した相続人のいない高齢者向けの生前整理の啓発、啓発冊子の作成、出前講座開催等

２ 所有者等への情報提供等

→直接訪問を含めた利活用の促進、空家バンク制度の周知、通報前の適正管理を促す文書の通知等

３ 空家等管理サービス事業者の育成と支援

→空家バンク制度委託事業者と連携し、空家等管理サービス事業者の育成と支援等

所有者等による第一義的な責任を前提としつつ、所有者等が空家等を適切に管理できるよう次のとお

り必要な対策を講じます。第１次空家等対策計画の検証を実施し、今後の方針及び対策を記載していま

す。

空家等及び除却した空家等に係る敷地の活用の促進

１ 空家バンク制度の充実（運営の再構築、制度周知、登録物件及び成約件数の増加）

２ 空家等の可能性を生み出す活動の支援（空家等を活用するための補助事業の実施）

３ 空家等を除却し、跡地を活用する活動の支援（空家等を除却するための補助事業の実施）

４ 定住移住支援としての空家等の活用支援（定住移住の際の空家等の利活用のための補助事業の実施）

５ 空家等の特性に応じた活用の推進（専門家と連携し、空家等の特性判断基準を検討）

６ 市街化調整区域での空家等の活用策の検討（関係課と連携し、効果的な施策を検討）

※調査対象となる空家等は、「概ね１年以上住まわれていない空家、使用されていない倉庫、店舗等

（不動産会社等の管理物件は除く。）及びその敷地」と定義します。

相談

（仮称） 一般社団法人 東近江市住まい創生センター

事務局

●空家等の総合相談窓口

●空家バンク、空店舗バンクの運営

●空家創生センターの運営

●空家創生センターで決定された事業の実施

●空家等の除却相談及び事務サポート

●（将来的に）空地対策、居住支援、移住支援、起業支援、サブリース
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理事会：体制はオール東近江

●相談を受けた空家の方向性を決定

（民間流通、除却、バンク登録で利活用及び売却等）

●上記で除却と決定した場合は除却までをサポート

●空家管理代行の業者の紹介
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空家対策推進室

●空家等の利活用の推進

●特定空家等への措置

●空家等対策の啓発推進

●空家等の所有者への助言、指導

●空家等対策の事業補助の実施

●東近江市空家バンク制度の運営

●東近江市空家対策計画の進捗管理

●東近江市空家等対策推進協議会の運営

東近江市

空家等対策推進協議会 空家等対策担当者会議

各地区の空家アドバイザー

空家アドバイザー制度

相談

（Ｒ３年度以降創設）

東近江市空家バンク制度の再構築イメージ図
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特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処

市民等からの空家等に関する相談への対応

平成２８年度から令和２年度までの５年間に３３件を特定空家等と認め、その内２０件を解消いたしました。

第２次空家対策計画期間においても財産管理制度等を活用しながら、特定空家等の解消を図ります。

空家等に関する相談は、近隣住民からの空家等に関する通報や相談、所有者等からの維持管理や利活用に関

する相談、空家等を利用したい活用希望者からの問合せ等多岐にわたります。また、空家等数に比例して相談

件数も増加する傾向にあります。今後は、身近な相談窓口の設置、専門家による助言等により、空家等が抱え

る複雑な諸問題の解決につなげます。

■東近江市空家等対策推進協議会■

空家等対策は各専門家（士業等）が持つ知識と

ノウハウをいかし、空家問題を解消することが必

要なことから、協議会を再編し、空家対策計画の

作成及び変更並びに実施、進捗管理に関する協議

を行います。

空家等に関する対策の実施体制

■空家等に関する市役所の相談窓口■

空家等に関する市役所の窓口は、都市整備部住宅課空家対策推進室に設置します。

■空家等対策担当者会議■

空家等の問題は、環境や防災、建築等多分野を横

断し多岐にわたることから、庁内関係部署や関係機

関が効果的に連携し、空家等対策を実施する必要が

あるため、庁内の体制整備を図りました。

今後、人口減少及び高齢化率の上昇に伴い、空家

等が増加することが予想され、空家等となる前の対

策が重要となることから、福祉部局等の関係各課を

加えて組織を強化します。

１ 空家アドバイザー（仮称）の制度創設を検討

２ 専門家による空家相談会の開催


